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国民年金からのお知らせ

保険料は口座振替が 安心！簡単！便利！お得！

国民年金を口座振替で納付すると・・・・・

・自動引き落としなので納め忘れの心配がなく「安心」です。

・手続きは一度だけで済みますので「簡単」です。

・納めに行く手間が省け「便利」です。

・現金で納付するよりも「お得」です。

※毎月納付の納付額は、納付書による毎月納付および翌月末振替の口座振替の額となります。

※保険料額は、平成２４年度額です。

※｢早割（当月分保険料を当月末に引落し）｣は、月々５０円割引となります。

口座のある金融機関へ「口座振替依頼書」を提出するだけ

持参するもの ⇒・納付書や年金手帳など基礎年金番号のわかるもの

・預（貯）金通帳と通帳届け出印

※ 口座振替依頼書は金融機関や年金事務所・役場にありますので、必要事項を記入・押印のうえ

提出していただきます。

※注意事項
● 口座振替の場合、月末が休日の場合は翌営業日が引落日となります。

● 前納の申し込みは、「１年分」および「上期６か月分（４月～９月）」は「２月末日まで」、「下期６

か月分（１０月～３月）」は「８月末日まで」にお願いします。いつでも申し込むことができますが、申し

込み後、前納が始まるまでの分は、毎月納付（翌月末振替）となります。

帯広年金事務所（帯広市西１条南１丁目）緯０１５５（２５）８１１３
問 合 せ 先

役 場 住 民 課 住 民 環 境 係 緯 （５７４）２２１３

★現金納付と口座振替の割引制度を利用した場合の保険料納付額の比較★

口座振替による納付額現金(納付書)
前納の納付額

毎月納付の
納付額 前 納早 割

１４，９３０円
１４，９８０円１か月

５０円お得

８８，８６０円８９，５８０円８９，１５０円
８９，８８０円６か月

１，０２０円お得３００円お得７３０円お得

１７５，９９０円１７９，１６０円１７６，５７０円
１７９，７６０円１年度分

３，７７０円お得６００円お得３，１９０円お得

口座振替の手続きは簡単
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役場企画課町づくり推進係 緯（５７４）２２１６問合せ先

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります

これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま、２年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、

本年１０月から３年間に限り、過去１０年以内の納め忘れた保険料を納めることができる、後納制度が始まります。

過去１０年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげること

ができるようになります。

後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があり

ます。

詳しくは下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

注：後納保険料を納付できる期間は、平成２４年１０月１日から平成２７年９月３０日までの３年間です。

お問合せは「国民年金保険料専用ダイヤル」へ！

緯０５７０‐０１１‐０５０

０５０または０７０から始まる電話でおかけになる場合は０３‐６７３１‐２０１５

＜受付時間＞ 月～金曜日 午前８：３０～午後５：１５

ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後７：００まで延長

第２土曜日 午前９：３０～午後４：００

（祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。）

町外通勤者助成金交付申請の上半期分を受付けします

本制度は、町内に居住し町外の職場へ通勤する若者に月額５千円の

豊頃町商品券を支給する制度です。

上半期分の助成金交付申請は、９月末日までとなっておりますので、

次の要件をご確認のうえ、手続きをお願いします。

★申請に必要な書類
① 町外通勤者助成金交付申請書

② 雇用証明書（任意）

③ 町税等納入状況調査承諾書

④ 町外通勤者勤務状況証明書

※ ①、③、④は、町企画課備え付けの様式を使用してください。

★対象要件
① 本町に居住し、町外の職場に通勤している方

② 昭和５６年４月２日～平成６年４月１日生れの方

③ 月１０日以上の町外通勤日数が３か月以上ある方

④ 通勤者および同居家族が町税その他町に対する

債務を滞納していない方

⑤ 高等学校、専門学校、大学等に在学していない

こと。

★申請期間
上半期分：平成２４年９月末日まで

下半期分：平成２５年３月末日まで

★助成基準日
助成を受けようとする方は９月１５日（上半期）、３月１５

日（下半期）に対象要件を満たしていること。

★助成金額
月額５千円分の豊頃町商品券を支給します。ただし、

勤務実績に応じて支給月数が変わります。

★交付時期
上半期分、下半期分の助成金は、申請月の翌月末日

までに交付します。

・１０月（上半期分）

・４月（下半期分）

★申請書類の提出先
申請に必要な書類は、町企画課町づくり推進係（担

当、中川または寺本）へ直接または電話で請求して

ください。

役場住民課住民環境係 緯（５７４）２２１３問合せ先


